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されました。また、令和7年3月からは、家庭裁判所で行われる口頭弁論期日にウェブ会議を利用して
参加したり、ウェブ会議を利用して参加した期日で離婚や離縁についての調停や和解を成立させたりす
ることができるようになりました。今後は、遅くとも令和10年6月までに、家庭裁判所で行われる訴
訟や調停、審判の手続について、裁判書類をオンラインで提出したり、申立手数料を電子納付したりす
ることができるようになる予定です。これらの手続のデジタル化によって、利用者の利便性が高まり、
家庭裁判所の紛争を解決する機能が更に充実したものとなることが期待されます。
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などの事件です。




